
本
書
執
筆
の
背
景
と
意
図

中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
て
五
〇
年
来
、

法
制
建
設
は
紆
余
曲
折
の
道
を
た
ど
っ
た
。
そ

こ
に
は
経
験
ば
か
り
で
な
く
、教
訓
も
あ
っ
た
。

新
中
国
の
法
制
建
設
に
対
し
て
系
統
的
か
つ
綿

密
な
研
究
を
行
う
こ
と
は
、
中
国
の
法
学
専
門

家
が
直
面
し
て
い
る
課
題
で
あ
る
ば
か
り
か
、

法
制
度
を
さ
ら
に
健
全
で
完
全
な
も
の
に
し
、

中
国
を
現
代
的
法
治
国
家
に
す
る
こ
と
に
つ
い

て
も
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
意
義
を
備
え

て
い
る
。

中
国
政
法
大
学
の
法
制
史
専
門
家
で
あ
る
郭

成
偉
教
授
と
他
の
法
学
専
門
家
は
、
江
蘇
人
民

出
版
社
の
依
頼
に
応
じ
て
、
こ
の

『新
中
国
法

制
建
設
五
〇
年
』
を
書

い
た
。
ま
さ
に
元
中
国

全
国
人
民
代
表
大
会
常
任
委
員
会
副
委
員
長
で

あ
る
雷
潔
瑳
教
授
が

「序
言
」
に

「本
書
は
豊

富
で
詳
細
か
つ
確
実
な
資
料
を
収
集
し
、
建
国

以
来
数
十
年

の
法
制
建
設
の
歴
史
に
対
す
る
統

轄
整
理
を
立
脚
点
と
し
…
…
我
が
国
現
代
の
法

制
史
研
究
活
動
と
社
会
主
義
法
治
建
設
活
動
の

参
考
と
す
べ
き
著
作
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
と
お
り
で
あ
る
。
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二

本
書
の
構
成
と
主
な
内
容

本
書
は
全
体

で
五
篇
、
二
五
章
に
分
か
れ
、

お
よ
そ
四
六
万
字
余
り
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第

一
篇

は

「創
始
篇
」
と
し
、
時
期
は

一
九

四
九
年
か
ら

一
九
五
六
年
に
か
け
て
で
あ
る
。

こ
の
時
期

の
重
要
な
立
法
は

一
九
四
九
年
九
月

の
第

一
期
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
で
採
択
さ

れ
た
臨
時
憲
法
の
役
割
を
果
し
た
「共
同
綱
領
」

と

一
九
五
四
年
九
月
の
第

一
期
全
国
人
民
代
表

大
会
第

一
回
会
議
で
採
択
さ
れ
た

「中
華
人
民

共
和
国
憲
法
」
(歴
史
的
に
は
新
中
国
第

一
部
の

憲
法
或
い
は

"五
四
"
年
憲
法
と
呼
ば
れ
て
い

る
)
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
同
時
に
こ
の
時
期

に
は

「中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法
」
お
よ
び
関

連
す
る
刑
事
法
律
や
民
事
経
済
の
法
律
法
規
も

制
定
さ
れ
、
ま
た
全
国
で
司
法
制
体
系
が
構
築

さ
れ
始
め
た
。
著
者
は

「こ
の
時
期
の
法
制
建

設
は
、
新
中
国
成
立
当
初
の
各
事
業
の
回
復
と

発
展
を
、
積
極
的
に
推
進
す
る
働
き
を
し
、
新

中
国
に
お
け
る
法
制
建
設
の
新
た
な
ペ
ー
ジ
を

開
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

第
二
篇

は

「発
展
篇
」
と
し
、
時
期
は

一
九

五
六
年
か
ら

一
九
六
六
年
に
か
け
て
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
法
制
建
設
の
標
題
を

「発
展
篇
」

と
し
た
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
も
と
よ

り
こ
の
時
期
も
若
干
の
法
規
が
制
定
さ
れ
、
「刑

法
」
や

「刑
事
訴
訟
法
」
な
ど
の
重
要
な
法
律

の
起
草
も
着
手
さ
れ
た
が
、
ま
さ
に
本
書
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

一
九
五
七
年
か
ら
は

「共
産
党
内
の
指
導
的
思
想
に
"左
"
傾
化
の
誤

り
が
現
わ
れ
は
じ
め
、反
右
派
闘
争
の
拡
大
化
、

階
級
闘
争
の
た
び
か
さ
な
る
エ
ス
カ
レ
ー
ト
、

経
済
で
の
大
躍
進
、
個
人
崇
拝
傾
向
が
深
刻
化

し
、
国
家
の
政
治
活
動
中
に
多
く
の
不
正
常
な

現
象
が
現
れ
た
」
。党
の
政
策
が
法
律
に
取
っ
て

代
わ
り
、
絶
え
間
な
い
政
治
活
動
や
大
衆
運
動

が
法
律
と
秩
序
に
打
撃
を
与
え
、
法
律
虚
無
主

義
は
日
増
し
に
優
勢
を
占
め
て
い
き
、
国
家
の

法
制
建
設
は
次
第
に
干
渉
と
破
壊
に
見
ま
わ
れ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
の
中
国
の
法
制
建

設
は
全
体
的
に
は
発
展
の
状
態
に
は
な
く
、
停

滞
、
後
退
の
状
態
に
あ
っ
た
。

第
三
篇
は

「挫
折
篇
」
と
し
、
時
期
は

一
九

六
六
年
か
ら

一
九
七
六
年
に
か
け
て
で
あ
る
。

十
年
も
の
長
き
に
わ
た
る

"文
化
大
革
命
"
の

中
で
、
中
国
の
法
制
建
設
は
全
面
的
な
大
破
壊

を
受
け
た
。
中
国
人
民
は
そ
の
苦
し
み
を
深
く

受
け
た
。
著
者
は

「中
国
の
法
制
が
破
壊
に
見

ま
わ
れ
た
状
況
に
対

し
て
学
問
上
の
理
論
に

よ
っ
て
解
釈
し
分
析
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
歴
史

を
鏡
と
し
、
警
告
を
人
に
示
す
事
で
あ
る
。
か

つ
現
在
と
今
後
の
中
国
の
法
制
建
設
の
た
め
に
、

真
実
の
歴
史
的
参
照
と
理
論
上
で
の
探
求
を
提

供
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

第
四
篇
は

「改
革
開
放
篇
」
と
し
、
時
期
は

一
九
七
七
年
か
ら

一
九
九
九
年
に
か
け
て
で
あ

る
。
本
書
中
で
、
こ
の
時
期
は

「新
中
国
の
改

革
開
放
の
重
要
な
時
期

で
あ
り
、
中
国
の
社
会

主
義
法
制
発
展
の
輝

か
し
い
時
期
で
も
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
中
国
は
憲
法
を
中
核
と
な

す
法
律
法
規
体
系
を
初
歩
的
に
形
成
し
、
基
本

的
に
は
国
家
、
社
会
に

「依
る
べ
き
法
が
あ
る
」

よ
う
に
し
た
。
中
国
共
産
党
十
五
回
全
国
代
表

大
会
で

「法
に
基
づ
き
国
を
治
め
、
社
会
主
義

法
治
国
家
を
建
設
す
る
」
と
の
基
本
方
策
を
明

確
に
提
起
し
、
中
国
の
法
制
建
設
の
た
め
の
方

向
を
明
ら
か
に
指
し
示
し
た
。

第
五
篇
は

「期
待
篇
」
と
し
て
い
る
。
中
国

の
法
律
の
近
代
化
に
対
す
る
総
合
評
価
を
行
い
、

新
中
国
成
立
以
来
の
法
制
建
設
の
任
務
と
教
訓

に
対
し
て
総
括
と
反
省
を
行

っ
て
い
る
。
し
か
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も
中
国
的
特
色
を
そ
な
え
た
社
会
主
義
法
律
体

系
を
建
設
す
る
構
想
と
意
見
と
を
提
起
し
て
い

る
。
こ
の
部
分
は
本
書
の
研
究
の
結
論
で
も
あ

る
。

三

本
書
の
特
色

本
書

は
法
制
史
学
の
著
作
で
あ
る
の
で
、
か

な
り
豊
富
な
新
中
国
の
法
制
史
資
料
を
集
め
、

整
理
し
、
そ
れ
に
対
し
て
か
な
り
系
統
的
な
分

析
研
究
を
行

っ
て
い
る
。
議
論
を
含
み
、
歴
史

と
論
証
と
の
結
合
と
い
う
歴
史
論
と
歴
史
学
研

究
の
原
則
と
、
研
究
方
法
を
体
現
し
て
い
る
。

本
書
の
主
な
特
色
は
以
下
に
示
す
諸
点
に
あ
る
。

ω

新
中
国
成
立
後
五
〇
年
の
法
制
建
設
の

紆
余
曲
折
の
道
の
り
に
対
し
て
、
か
な
り
客
観

的
な
紹
介

・
評
価
を
加
え
て
い
る
。

②

新
中
国
成
立
後
五
〇
年
の
法
制
建
設
の

経
験
と
教
訓
に
対
し
て
、
理
論
と
実
践
の
結
合

か
ら
、系
統
的
な
総
括
と
分
析
を
行

っ
て
い
る
。

本
書
中

で
、
「法
の
継
承
化
」
、
法
の

「グ
ロ
ー

バ
ル
化
」
の
問
題
を
重
視
す
べ
き
こ
と
、
「法
律

虚
無
主
義
を
一
掃
し
、
法
に
基
づ
き
で
国
を
治

め
る
と

い
う
確
固
と
し
た
考
え
の
樹
立
」
を
継

続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
「封
建
専
制
主

義
が
残
し
た
影
響
を
払
う
緊
急
性
」
と
い
う
問

題
な
ど
を
提
起
し
て
い
る
。
歴
史
の
中
か
ら
推

し
広
め
た
理
性
的
思
考
と
結
論
と
が
本
書
の
科

学
的
価
値
を
反
映
し
て
い
る
。

⑧

法
理
学
上
か
ら
中
国
的
特
色
を
も
っ
た

社
会
主
義
法
制
の
体
系
構
築
の
青
写
真
を
初
歩

的
に
描
い
て
い
る
。
書
中
で
、
「中
国
的
特
色
を

も
っ
た
社
会
主
義
法
律
体
系
を
構
築
し
、
価
値

機
能
に
お
い
て
中
国
に
お
け
る
法
律
の
現
代
化

の
復
興
を
重
視
す
る
。

一
方
で
歴
史
上
の
中
華

法
系
の
中
か
ら
成
功
し
た
制
度

・
規
則
や
制
度

の
実
体
を
参
考
に
く
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
伝
統
的
法
律
文
化
の
す
ぐ
れ
た
内
容

を
吸
収
す
る
と
同
時
に
、
現
在
世
界
の
二
大
資

本
主
義
法
系
が
融
合
し
よ
う
と
す
る
過
程
の
中

で
現
れ
て
き
た
先
進
的
な
制
度
的
要
素
と
文
化

的
要
素
を
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
法
の
部
門
で
は
憲
法

・
国
際

法

・
民
商
法

・
行
政
法

・
経
済
法

・
社
会
保
障

法

・
刑
法

・
司
法
行
為
法
の

「八
大
体
系
」
を

包
括
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
の
衝
突
、

法
律
の
空
隙
、
授
権
立
法
、
立
法
解
釈
な
ど
の

一
連
の
問
題
を
う
ま
く
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。

書
中
で
は

「社
会
主
義
法
治
は
社
会
主
義
の

人
権

を
保
障

し
、

社
会

主
義

に
お

け

る
国

民
全

体

の
利
益

を
体

現
す

る
法

治

で
あ

る
。
人

の
現

代
化

、
法
治

意
識

の
現
代
化

、

と

り
わ

け
政
治

の
上

部

構
造

と

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

の
現
代

化

は
、

社
会

主
義

の
法

治
を
実

現

す

る
た

め

の
重

要

な

要
素

で
あ
る
」

と
指
摘

し

て

い
る
。

惜

し
む

ら

く

は
、
本
書

で
は
民

主
政

治

の
現
代

化

と
現
代

的
法

治
国
家

建

設

の
関
係

に

つ
い
て
、
未

だ

深

く
分

析

し
論

述

す

る

こ
と
が

で
き

て
い
な

い
。

こ
れ

は
あ
る

い
は
本

書

の
任
務

で
は

な

い
の
か

も
し
れ

な

い
。

つ
ま
り

は
、
中

国

が

「法

に
基

づ
き
国

を
治

め

る
」

こ
と
を
実

現

す

る
道

の
り

は
遠

い

の
で
あ

る
。
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